
お
知
ら
せ

高
額
療
養
費
の
負
担
額
が
変
更
に

　

70
歳
未
満
の
国
保
加
入
者
の
高
額

療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
が
、
１

月
か
ら
左
表
の
と
お
り
変
更
さ
れ
ま

す
。
70
歳
未
満
で
、
12
月
31
日
㈬
が

有
効
期
限
の
限
度
額
適
用
認
定
証
か

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
国
保
加

入
者
に
は
、
１
月
か
ら
使
用
で
き
る

認
定
証
を
今
月
下
旬
に
世
帯
主
宛
て

に
郵
送
し
ま
す
（
12
月
31
日
が
有
効

期
限
の
短
期
保
険
証
を
交
付
さ
れ
て

い
る
人
と
今
月
中
に
70
歳
に
な
る
人

は
除
く
）。

問
国
民
健
康
保
険
課
☎
０
２
７
―
８

９
８
―
６
２
４
９

全
国
一
斉
に
製
造
業
を
調
査

　

12
月
31
日
㈬
を
基
準
日
に
、
全
国

一
斉
に
工
業
統
計
調
査
が
実
施
さ
れ

ま
す
。
こ
の
調
査
は
、
製
造
業
を
営

む
事
業
所
の
活
動
実
態
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
目
的
。
今
月
中
旬
に
知

事
か
ら
任
命
さ
れ
た
調
査
員
が
事
業

所
に
伺
い
ま
す
。
調
査
へ
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
調
査
票

の
記
入
内
容
は
、
統
計
の
作
成
・
分

析
以
外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

問
情
報
政
策
課
☎
０
２
７
―
８
９
８

―
６
５
１
５

総
合
福
祉
会
館
な
ど
の
予
約
会

　

総
合
福
祉
会
館
と
第
四
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
、
４
月
か
ら
６
月

ま
で
の
施
設
利
用
の
予
約
受
付
会
を

開
催
し
ま
す
。

受
付
日
時
＝
１
月
14
日
㈬
午
前
８
時

30
分
〜
55
分

受
付
場
所
＝
総
合
福
祉
会
館

申
１
月
９
日
㈮
ま
で
の
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
５
時
に
同
館
☎
０
２
７
―

場
所
と
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
示

申
当
日
会
場
へ
直
接

問
①
は
県
都
市
計
画
課
☎
０
２
７
―

２
２
６
―
３
６
５
４
、
②
は
市
役
所

都
市
計
画
課
☎
０
２
７
―
８
９
８
―

６
９
４
４

都
市
計
画
変
更
案
の
縦
覧
を
実
施

　

次
の
と
お
り
都
市
計
画
の
変
更
案

を
縦
覧
し
ま
す
。

変
更
内
容
＝
〈
①
県
央
広
域
都
市
計

画
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発

及
び
保
全
の
方
針
変
更
〉〈
②
区
域
区

分
変
更
〉
上
細
井
地
区
（
上
細
井
町

の
一
部
）と
五
代
南
部
工
業
団
地
（
拡

張
）
地
区
（
五
代
町
の
一
部
）
を
市

街
化
調
整
区
域
か
ら
市
街
化
区
域
へ
、

下
大
島
地
区
（
下
大
島
町
の
一
部
）

を
市
街
化
区
域
か
ら
市
街
化
調
整
区

域
へ
〈
③
用
途
地
域
変
更
〉
上
細
井

地
区
を
用
途
地
域
無
指
定
か
ら
第
一

種
住
居
地
域
へ
、
五
代
南
部
工
業
団

地
（
拡
張
）
地
区
を
用
途
地
域
無
指

定
か
ら
工
業
専
用
地
域
へ
、
下
大
島

地
区
を
第
一
種
住
居
地
域
か
ら
用
途

地
域
無
指
定
へ
〈
④
地
区
計
画
変
更
〉

下
大
島
東
地
区
の
区
域
を
変
更

縦
覧
期
間
＝
12
月
12
日
㈮
〜
26
日
㈮

（
土
日
曜
・
祝
日
を
除
く
）、
午
前
８

時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

縦
覧
場
所
＝
①
②
は
県
都
市
計
画
課
、

前
橋
土
木
事
務
所
（
上
細
井
町
）、
市

役
所
都
市
計
画
課
③
④
は
市
役
所
都

市
計
画
課

意
見
書
の
提
出
＝
変
更
案
に
意
見
の

あ
る
人
は
12
月
26
日
ま
で
に
住
所
・

氏
名
・
意
見
を
記
入
し
た
意
見
書
を

①
②
は
県
都
市
計
画
課
、
前
橋
土
木

事
務
所
、
市
役
所
都
市
計
画
課
③
④

は
市
役
所
都
市
計
画
課
へ
郵
送
で

問
①
②
は
県
都
市
計
画
課
☎
０
２
７

―
２
２
６
―
３
６
５
４
、
③
④
は
市

役
所
都
市
計
画
課
☎
０
２
７
―
８
９

８
―
６
９
４
３

宮
城
の
運
動
施
設
休
み
ま
す

　

12
月
15
日
㈪
は
宮
城
体
育
館
と
宮

城
総
合
運
動
場
が
休
み
ま
す
。

問
宮
城
体
育
館
☎
０
２
７
―
２
８
３

―
８
７
３
５

お
お
さ
る
山
乃
家
が
冬
季
休
館

　

お
お
さ
る
山
乃
家
は
12
月
29
日
㈪

か
ら
３
月
15
日
㈰
ま
で
休
館
し
ま
す
。

問
青
少
年
課
☎
０
２
７
―
８
９
８
―

５
８
７
２

前
橋
け
い
り
ん
の
開
催
日

期
日
＝
12
月
１
日
㈪
・
２
日
㈫
（
場

外
）、
３
日
㈬
〜
６
日
㈯
（
利
根
西

前
売
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
Ｓ
前
橋

の
み
）、７
日
㈰
〜
23
日
㈫
（
場
外
）、

25
日
㈭
〜
27
日
㈯
（
本
場
）、
28
日

㈰
〜
30
日
㈫
（
場
外
）

問
公
営
事
業
課
☎
０
２
７
―
２
３
５

―
２
０
０
０

閲
覧
場
所
＝
①
は
県
都
市
計
画
課
、

前
橋
土
木
事
務
所
（
上
細
井
町
）、
市

役
所
都
市
計
画
課
②
は
市
役
所
都
市

計
画
課
、
総
社
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

公
述
申
出
書
の
提
出
＝
意
見
の
あ
る

利
害
関
係
者
は
12
月
24
日
ま
で
に
住

所
・
氏
名
・
年
齢
・
職
業
・
原
案
へ

の
利
害
関
係
や
意
見
の
要
旨
を
書
い

た
公
述
申
出
書
を
①
は
県
都
市
計
画

課
②
は
市
役
所
都
市
計
画
課
へ
郵
送
で

□
公
聴
会

日
時
＝
１
月
22
日
㈭
午
後
７
時

会
場
＝
総
社
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

そ
の
他
＝
期
間
中
に
公
述
申
出
書
が

提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
公
聴
会
の
開

催
を
中
止
し
、
１
週
間
前
に
各
閲
覧

都
市
計
画
原
案
の
閲
覧
と
公
聴
会

　

群
馬
総
社
駅
西
口
整
備
に
向
け
て
、

総
社
町
植
野
と
総
社
町
高
井
の
都
市

計
画
道
路
の
変
更
・
追
加
案
が
ま
と

ま
り
ま
し
た
。
こ
の
閲
覧
と
公
聴
会

を
行
い
ま
す
。

変
更
内
容
＝
〈
①
幅
員
の
変
更
〉３
・

４
・
22
号
大
友
町
西
通
線
の
延
長
１

７
７
㍍
を
20
㍍
か
ら
23
㍍
へ
〈
②
追

加
決
定
〉
３
・
４
・
１
１
８
号
群
馬

総
社
駅
西
口
線
の
延
長
３
６
０
㍍
、

幅
員
14
〜
17
㍍
、
駅
前
広
場
約
４
，

３
０
０
平
方
㍍

閲
覧
期
間
＝
12
月
９
日
㈫
〜
24
日
㈬

（
土
日
曜
・
祝
日
を
除
く
）、
午
前
８

時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

コラム
ようこそ市長室へ
スマートフォンまたは

タブレット端末でご覧ください

長市

　この号の広報では「人生の年輪」について取
り上げました。　　　　　　　　　　　　　　　
　私にも55本の年輪が刻まれました。自分の母
と妻の両親を気遣うこと、そして子育ての責任
ももう少し続きます。市長としての責任と併せ、
頑張る年頃だと思います。　　　　　　　　　　
　さて、30年間、毎日通学路に立ち続ける交通
指導員さんの言葉に私は感激しました。「私は毎
日の交通整理の大切さと同時に、思いやりの心
の大切さを小さな子どもたちから学ぶことがで
きて良かったと思います。これからも市民から
信頼される交通指導員になるよう努力していく
決意です」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　優しい心をもった人たちがこの前橋を支えて
います。それは前橋の誇りであり、感謝の思い
は尽きません。私も市長としての責任を全うし、
より良き年輪を増やしていきます。

２
３
７
│
０
１
０
１
へ
。
予
約
受
付

会
の
翌
日
か
ら
は
、
電
話
と
窓
口
で

予
約
を
受
け
付
け
ま
す

体
育
館
の
予
約
方
法
が
変
更

　

旧
市
立
前
橋
高
第
一
体
育
館
の
、

予
約
方
法
が
変
わ
り
ま
す
。
２
月
以

降
に
利
用
を
希
望
す
る
団
体
は
、
希

望
月
の
調
整
会
議
に
出
席
し
て
く
だ

さ
い
。

日
時
＝
〈
２
月
分
〉12
月
15
日
㈪
〈
３

月
分
〉
１
月
15
日
㈭
〈
４
月
分
〉
２

月
15
日
㈰
、
午
後
７
時

会
場
＝
旧
市
立
前
橋
高
第
一
体
育
館

（
日
吉
町
二
丁
目
）

対
象
＝
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の

人
が
過
半
数
を
占
め
る
10
人
以
上
の

団
体

申
当
日
会
場
へ
直
接

問
市
民
体
育
館
☎
０
２
７
―
２
６
５

―
０
９
０
０

高
校
進
学
希
望
者
な
ど
に
奨
学
金

　

高
校
な
ど
へ
の
進
学
を
希
望
す
る

中
学
生
で
、
経
済
的
に
不
安
の
あ
る

人
に
奨
学
金
を
貸
与
し
ま
す
。

貸
与
期
間
＝
４
月
か
ら
卒
業
ま
で
の

最
短
修
業
年
限

対
象
＝
次
の
全
て
を
満
た
す
市
内
在

住
の
中
学
生
、
２
人
（
選
考
）。
①
品

行
方
正
、
身
体
健
全
、
学
業
優
秀
②

高
校
（
高
専
）・
専
修
学
校
の
高
等
課

程
に
進
学
を
希
望
③
経
済
的
な
理
由

で
就
学
が
困
難
④
他
の
奨
学
金
の
貸

与
を
受
け
て
い
な
い

貸
与
月
額
＝
〈
国
・
公
立
〉１
万
２
，

０
０
０
円
〈
私
立
〉
１
万
８
，
０
０

０
円

返
還
方
法
＝
卒
業
後
６
カ
月
か
ら
10

年
間
で
年
４
期
に
分
け
て
返
還
（
無

利
子
、一
括
・
繰
り
上
げ
返
還
も
可
。

大
学
・
短
大
な
ど
上
級
学
校
へ
進
学

し
た
場
合
は
在
学
期
間
の
返
還
延
期

も
可
）

申
12
月
12
日
㈮
ま
で
に
在
学
す
る
中

学
校
へ

問
学
校
教
育
課
☎
０
２
７
―
８
９
８

―
５
８
１
５

１月からの70歳未満の自己負担限度額
区分 基礎控除後の所得 月額

ア 上位
所得者

901万円超・未申告 25万2,600円（14万100円）
イ 600万円超901万円以下 16万7,400円（9万3,000円）
ウ
一般

210万円超600万円以下 8万100円（4万4,400円）
エ 210万円以下 5万7,600円（4万4,400円）

オ 非課税 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税 3万5,400円（2万4,600円）

※ 区分のア～オは限度額適用認定証などに記載されている適用区分の記号。
※ 区分のア～エの基礎控除後の所得は同一世帯の全ての国保被保険者の合計額。
※ 総医療費が区分アは84万2,000円、区分イは55万8,000円、区分ウは26万
7,000円を超えた場合、超過額の１％を追加負担。
※（　）内は年４回以上該当した場合の４回目以降の額。

給付金は忘れずに申請を
　臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特
例給付金の申請期限は12月26日㈮です。
対象の人は、忘れずに申請してくださ
い。期限を過ぎると申請ができません。
問臨時福祉給付金専用ダイヤル☎027-
898-1192、子育て世帯臨時特例給付金
専用ダイヤル☎027-243-1192

くらしの情報

広報まえばし　平成26年12月１日号 16市役所　〒371-8601大手町二丁目12-1　☎027-224-1111
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